
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１子 第２子 第３子 第４子 対象者 

例 1 １７歳 １６歳 １４歳 ９歳 第３･４子 

例 2 ２０歳 １７歳 １４歳 １０歳 第４子 

例 3 ２０歳 １６歳 １３歳  該当しません 

例 4 １４歳 １０歳 ４歳  該当しません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３子以降の学校給食費が無償化されます 

 小学校１年生から高校３年生までに、３人以上のお子さんが通学している場

合、第３子からのお子さんの学校給食費を無償化します。 

対 象 例 

対象者について 

１．生計が同一である子のうち、小学校１年生から１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの子を３人以上養育していること。 

２．該当する子のうち年齢が上から数えて３番目以降の子が、留萌市立小

中学校で給食の提供を受けていること。 

３．生活保護や準要保護児童生徒援助費補助金等で学校給食費の支援を受

けていないこと。 

４．学校給食費に滞納がないこと。 

無償化の申請について 

○別紙「留萌市多子世帯学校給食費無償化申請書兼同意書・委任状」に必

要事項を記入の上、学校へ提出してください。 

お問い合わせ先 

留萌市学校給食センター 

電話番号 0164-42-2079 8:30～16:30 


